
小須戸商工会 TEL 38-2560 FAX 38-2027      R7.4.1 

国の制度で、安全・確実・有利な中小企業退職金共済制度に加入しませんか？（詳しくは商工会へ） 

第
六
十
五
回
小
須
戸
商
工
会
通
常
総
会

は
、
次
の
日
程
に
て
開
催
予
定
で
す
。
後

日
、
正
式
に
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。 

多
く
の
会
員
の
皆
様
の
ご
出
席
を
お
待

ち
し
て
お
り
ま
す
。 

【
日
時
】
五
月
二
十
六
日
（
月
） 

【
会
場
】
小
須
戸
商
工
会
館 

三
階 

【
懇
親
会
】
は
り
ま
家 

 

※
開
催
時
間
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

追
っ
て
来
月
号
の
か
わ
ら
版
で
再
度

案
内
い
た
し
ま
す
。 

こ
の
補
助
金
は
小
規
模
事
業
者
等
が
、 

地
域
の
商
工
会
の
助
言
等
を
受
け
て
経
営 

計
画
書
を
作
成
し
、
そ
の
計
画
に
沿
っ
て 

地
道
な
販
路
開
拓
等
に
取
り
組
む
費
用
の 

三
分
の
二
を
国
が
補
助
し
ま
す
。 

 

補
助
金
の
活
用
を
ご
検
討
の
方
は
、
早 

め
に
商
工
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

 

≪

一
般
型 

通
常
枠≫

 

◇
補
助
率
、
補
助
上
限
額 

                      

≪

創
業
型≫

 

◇
補
助
率
、
補
助
上
限
額 

                  

【
申
請
受
付
開
始
】 

 
  

令
和
七
年
五
月
一
日
（
木
） 

【
申
請
受
付
締
切
】  

令
和
七
年
六
月
十
三
日
（
金
） 

午
後

五
時
ま
で 

※
商
工
会
で
事
業
支
援
計
画
書
を
交
付
す
る

関
係
が
あ
り
ま
す
の
で
、 

六
月
三
日（
火
）

ま
で
に
書
類
の
ご
提
出
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。 

※
商
工
会
会
員
、
非
会
員
を
問
わ
ず
、
応
募

可
能
で
す
。 

※
申
請
に
は
「
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
プ
ラ
イ
ム
」
の

ア
カ
ウ
ン
ト
取
得
が
必
要
で
す
。
未
取

得
の
方
は
必
ず
事
前
に
利
用
登
録
を
行

っ
て
く
だ
さ
い
。 

※
小
規
模
事
業
者
と
は
、
常
時
使
用
す
る

従
業
員
の
数
が
左
記
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
商
工
業
者
（
会
社
〈
企
業
組
合
・
協
業

組
合
を
含
む
〉
お
よ
び
個
人
事
業
主
）
で

す
。 

①
従
業
員
の
数
が
五
人
以
下
の
卸
売
業
・

小
売
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
（
宿
泊
業
・
娯
楽

業
を
除
く
） 

②
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
サ
ー
ビ

ス
業
の
う
ち
宿
泊
業
・
娯
楽
業 

③
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
製
造

業
・
建
設
業
・
そ
の
他 

④
従
業
員
の
数
が
二
十
人
以
下
の
企
業
組

合
・
協
業
組
合 

【
取
組
の
例
】 

・
販
売
促
進
用
チ
ラ
シ
作
成 

・
カ
タ
ロ
グ
作
り
、
新
聞
広
告 

・
販
促
ツ
ー
ル
の
制
作 

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
制
作 

・
看
板
の
新
装
、
陳
列
棚
の
改
良 

・
店
舗
改
装
、
店
内
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化 

４月の 

花 
 

さくら 
 
 

 
 

第2９８号 

小須戸 

商工会 

  

～
第
六
十
五
回
通
常
総
会 

開
催
予
定
の
お
知
ら
せ
～ 

「
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金
」 

〈
一
般
型
〉・〈
創
業
型
〉 

令
和
七
年
度
公
募
を
予
定
し
て
い
ま
す 

 

補助率 ２／３（賃金引上げ特例のうち赤字事業者は３／４） 

補助上限 ５０万円 

インボイス特例 
５０万円上乗せ ※ただし、インボイス特例の要件を満

たしている場合に限る 

賃金引上げ特例 
１５０万円上乗せ ※ただし、賃金引上げ特例の要件を

満たしている場合に限る 

上記特例の要件を 

ともに満たす事業者 

２００万円上乗せ ※ただし、両特例要件を満たしてい

る場合に限る 

 

補助率 ２／３ 

補助上限 ２００万円 

インボイス特例 
５０万円上乗せ ※ただし、インボイス

特例の要件を満たしている場合に限る 

 ※一般型・創業型の両方同時に申請することはできません。 

 ※確定版の公募要領が掲載される前の情報をもとに作成してい

ますので、内容が変更になる場合がございます。 
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・
商
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
改
良 

・
外
国
語
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
制
作 

・
省
エ
ネ
設
備
の
導
入 

 

・
・
・
な
ど 

【
お
問
い
合
わ
せ
】 

 

申
請
書
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
商
工
会

で
支
援
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
早

目
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

  

    

日
本
政
策
金
融
公
庫
の
「
マ
ル
経
融
資
」

は
、
商
工
会
の
経
営
指
導
を
受
け
て
い
る
小

規
模
事
業
者
が
無
担
保
・
無
保
証
人
で
利
用

で
き
る
制
度
で
す
。 

【
対
象
企
業
】（
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
） 

商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
：
五
人
以
下 

製
造
業
・
建
設
業
・
そ
の
他
：
二
十
人
以
下 

【
金
利
】 

一
．
九
五
％
（
令
和
七
年
三
月
三
日
現
在
） 

【
借
入
限
度
額
】 

二
，
〇
〇
〇
万
円 

【
返
済
期
間
】 

運
転
資
金
・
設
備
資
金 

十
年
以
内 

お
問
合
せ
・
ご
相
談
は
商
工
会
ま
で 

令
和
七
年
度
（
令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
）
の
雇

用
保
険
料
率
に
つ
い
て
、
左
記
の
よ
う
に

変
更
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。 

                

 

商
工
会
に
「
労
働
保
険
」
の
事
務
委
託
を

さ
れ
て
い
る
会
員
事
業
所
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
前
年
度
保
険
料
の
確
定
精
算
と
次

年
度
概
算
保
険
料
算
定
の
た
め
の
「
年
度

更
新
」
手
続
き
が
必
要
で
す
。 

労
働
保
険
の
保
険
料
計
算
は
、
令
和
六

年
四
月
か
ら
令
和
七
年
三
月
ま
で
の
一
年

間
に
従
業
員
に
対
し
支
払
っ
た
賃
金
額
や
、

建
設
業
の
労
災
保
険
に
つ
い
て
は
同
期
間

に
完
了
し
た
元
請
工
事
金
額
に
基
づ
い
て 

算
定
し
、
保
険
料
を
精
算
・
納
付
す
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。 

「
年
度
更
新
」
の
ご
案
内
文
書
を
ご
確

認
い
た
だ
き
、
期
限
ま
で
に
関
係
書
類
の

提
出
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

【
提
出
期
限
】 

令
和
七
年
四
月
十
八
日
（
金
） 

人
事
交
流
に
よ
り
左
記
の
と
お
り
職
員

の
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。 

【
転
出
（
新
任
地
）】 

経
営
指
導
員 

竹
内 

学
（
見
附
） 

【
着
任
（
旧
勤
務
地
）】 

経
営
指
導
員 

武
藤
由
佳
（
新
潟
み
な
み
） 

～
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
～ 

【
経
営
指
導
員 

竹
内 

学
】 

こ
の
度
、
四
月
一
日
付
で
見
附
商
工
会

へ
異
動
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

小
須
戸
商
工
会
は
経
営
指
導
員
と
し
て 

初
め
て
の
人
事
異
動
地
で
あ
り
ま
し
た
が
、 

会
員
の
皆
様
か
ら
の
温
か
い
ご
支
援
ご
指

導
に
支
え
ら
れ
、
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。 

令
和
四
年
か
ら
三
年
と
、
期
間
は
短
か

っ
た
で
す
が
、
会
員
の
皆
様
と
の
距
離
感

が
も
の
す
ご
く
近
く
感
じ
て
、
と
て
も
親

し
く
接
し
て
い
た
だ
き
、
感
謝
に
堪
え
ま

せ
ん
。
新
任
地
で
は
、
小
須
戸
の
経
験
を

活
か
し
て
、
精
一
杯
努
め
て
参
り
ま
す
。 

末
筆
な
が
ら
小
須
戸
商
工
会
の
益
々
の

ご
発
展
と
、
会
員
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
を

心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
、
ご
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 

～
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
～ 

   

  

 

四
月
よ
り
お
世
話
に
な
り
ま
す
、
武
藤

と
申
し
ま
す
。
前
任
地
の
新
潟
み
な
み
商

工
会
で
は
五
年
間
在
籍
し
て
お
り
ま
し

た
。 

一
日
も
早
く
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ

う
、
そ
し
て
一
日
も
早
く
小
須
戸
色
に
染

ま
れ
る
よ
う
、
全
力
を
尽
く
し
て
参
り
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

「
労
働
保
険
」
年
度
更
新
の
お
願
い 

 

令
和
七
年
度 

 

雇
用
保
険
料
率
の
お
知
ら
せ 

事業の区分 
①被保険者 

負担分 

②事業主 

負担分 

①＋② 

保険料率 

一般の事業 
5.5/1,000 9/1,000 14.5/1,000 

6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000 

農林水産・清

酒製造の事業 
6.5/1,000 10/1,000 16.5/1,000 

7/1,000 10.5/1,000 17.5/1,000 

建設の事業 
6.5/1,000 11/1,000 17.5/1,000 

7/1,000 11.5/1,000 18.5/1,000 

 （枠内の下段は令和６年度の旧雇用保険料率） 

雇用保険料率 令和７年４月～令和８年３月 

公
募
要
領 

一
般
型
通
常
枠 

公
募
要
領 

創

業

型 

Ｇ

ビ

ズ 
Ｉ
Ｄ
取
得 

経
営
指
導
員 

武
藤 

由
佳 

～
職
員
異
動
の
お
知
ら
せ
～ 

マ
ル
経
融
資
制
度
の
ご
案
内 

 


